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○宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程 

平成16年３月31日 

宮城県議会訓令甲第３号 

〔宮城県議会における政務調査費の交付に関する条例施行規程〕を次のように定める。 

宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程 

宮城県議会における政務調査費の交付に関する条例施行規程（平成13年宮城県議会訓令

甲第７号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例（平成16年宮城

県条例第38号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会派届等） 

第２条 条例第６条第１項の会派届は、様式第１号によるものとする。 

２ 条例第６条第２項の会派異動届は、様式第２号によるものとする。 

３ 条例第６条第３項の会派離脱届は、様式第３号によるものとする。 

４ 条例第６条第４項の会派解散等届は、様式第４号によるものとする。 

（無会派議員届） 

第３条 条例第７条第１項の無会派議員届は、様式第５号によるものとする。 

２ 条例第７条第２項の無会派議員異動届は、様式第６号によるものとする。 

（会派等の通知） 

第４条 条例第８条の規定による通知は、様式第７号により行うものとする。 

（政務活動費の請求） 

第５条 条例第10条第１項及び第３項の規定による政務活動費の請求は、様式第８号によ

り行うものとする。 

（収支報告書等） 

第６条 条例第13条第１項の規定による収支報告書の提出は、様式第９号により行うもの

とする。 

２ 条例第13条第１項の収支報告書、同条第４項の収支報告書、同条第５項の収支報告書

及び同条第６項の収支報告書は、様式第10号によるものとする。 

３ 条例第13条第７項の実績報告書は、様式第11号から様式第11号の６までによるものと

する。 

４ 条例第13条第７項の規定による証拠書類の写しの添付は、様式第12号により行うもの

とする。 
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５ 条例第13条第８項の支払証明書は、様式第13号によるものとする。 

６ 条例第13条第９項及び第10項の規定による修正報告書の提出は、様式第14号及び様式

第15号により行うものとする。 

７ 条例第13条第９項及び第10項の規定による修正報告書の提出は、原則として、条例第

13条第１項及び第４項から第６項までに規定する収支報告書の提出期間の末日の翌日か

ら当該修正報告書に係る政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から

起算して５年を経過する日までの間、行うことができるものとする。 

（実費に代わる支出額算定方法） 

第７条 政務活動費に係る旅費の計算にあっては、条例第13条第２項の規定により、実費

に代えて県議会議員の議員報酬等に関する条例（平成12年宮城県条例第95号）第６条（第

５項を除く。）の規定の例により算出した額によることができるものとする。 

２ 条例別表に掲げる経費について、政務活動費に係る経費と政務活動費以外の経費を明

確に区分しがたい場合には、条例第13条第３項の規定により、従事割合その他の合理的

な方法により按分した額を支出額とすることができるものとし、当該方法により按分す

ることが困難である場合には当該経費に２分の１を超えない範囲の按分率を乗じて得た

額を支出額とすることができるものとする。ただし、もっぱら政務活動費に係る経費に

充てたと認められる場合は、全額を支出額とすることができるものとする。 

（措置命令） 

第８条 条例第14条第３項の規定による措置命令は、様式第16号により行うものとする。 

（収支報告書の写しの送付） 

第９条 条例第15条の規定による収支報告書の写しの送付は様式第17号により、修正報告

書の写しの送付は様式第17号の２により行うものとする。 

（収支報告書等の閲覧等） 

第10条 条例第17条第２項の規定による収支報告書、修正報告書、実績報告書、証拠書類

の写し及び支払証明書（以下「収支報告書等」という。）の閲覧は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める日（その日が県の休日（「宮城県の休日を定める条例（平

成元年宮城県条例第10号）」第１条に規定する休日をいう。）に当たるときはその翌日）

からすることができる。 

（1） 条例第13条第１項に規定する収支報告書並びに同条第７項及び第８項に規定する

実績報告書、証拠書類の写し及び支払証明書（以下「実績報告書等」という。） 当

該収支報告書及び実績報告書等の提出後、最初の７月１日 

（2） 条例第13条第４項から第６項までに規定する収支報告書及び実績報告書等 当該
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収支報告書及び実績報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過

した日の翌日 

（3） 条例第13条第９項及び第10項に規定する修正報告書並びに当該修正報告書に係る

実績報告書等 当該修正報告書及び実績報告書等を提出した日の翌日から起算して60

日を経過した日の翌日 

２ 条例第17条第２項の規定により収支報告書等の閲覧をしようとする者は、様式第18号

の閲覧請求書を議長に提出しなければならない。 

３ 条例第17条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、午前

９時から正午まで及び午後１時から午後４時30分までの間にしなければならない。 

４ 収支報告書等は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。 

５ 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。 

６ 第２項から前項までの規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止

することができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、条例第17条第２項の規定による収支報告書等の閲覧に関

し必要な事項は、議長が別に定める。 

８ 条例第17条第４項の規定による収支報告書等のインターネットの利用による公表は、

第１項各号に定める日の翌日から起算して２月以内に、宮城県議会のウェブサイトに掲

載して行うものとする。 

９ 前項の収支報告書等のウェブサイトへの掲載期間は、当該収支報告書等に係る政務活

動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年を経過する日まで

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の宮城県議会における政務調査費の交付に関する条例施行規程

の規定は、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後に交付する政務調査費

について適用し、施行日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。 
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附 則（平成19年議会訓令甲第３号） 

この訓令は、平成19年１月５日から施行する。 

附 則（平成20年議会訓令甲第２号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年議会訓令甲第１号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の宮城県議会における政務調査費の交付に関する条例施行規程

の規定は、この訓令の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交

付する政務調査費については、なお従前の例による。 

附 則（平成22年議会訓令甲第１号） 

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年議会訓令甲第２号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成25年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この

訓令の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に改正前の宮城県議会

における政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定により交付された政務調査費に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成25年議会訓令甲第３号） 

この訓令は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年議会訓令甲第４号） 

この訓令は、平成29年10月６日から施行する。 

附 則（平成30年議会訓令甲第３号） 

この訓令は、平成31年１月１日から施行する。 

附 則（令和３年議会訓令甲第６号） 

この訓令は、令和３年12月１日から施行する。 

附 則（令和５年議会訓令甲第２号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年議会訓令甲第４号） 
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この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 


